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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設の構造体に取付される取付部と、該取付部から延設されてボックスを支持するため
の支持部とを有する固定具本体と、前記支持部の前面側にスライド可能に取付られて該ボ
ックスを保持する保持部材とを備え、
　前記保持部材は、該ボックスを保持した状態で前記支持部に対してスライド可能であっ
て、該ボックスの前面開口からその底壁に形成された取付孔を貫通させた固定部材を該支
持部に固定することによって、該ボックスを該支持部に固定することを特徴とするボック
ス固定具。
【請求項２】
　前記保持部材には、前記ボックスの他の取付孔に挿通され、該ボックスの前面開口側に
延び出た係止突起が形成されていることを特徴とする請求項１記載のボックス固定具。
【請求項３】
　前記係止突起は、該ボックスの底壁を貫通した状態で、該ボックスの前面開口側から折
曲げ可能な折曲げ突起として構成されていることを特徴とする請求項２記載のボックス固
定具。
【請求項４】
　前記保持部材には、前記係止突起に加え、該ボックスの取付孔に対応した位置に該ボッ
クスを前記固定部材によって前記固定具本体の支持部に固定する支障とならないような逃
がし孔が設けられていることを特徴とする請求項２または３記載のボックス固定具。
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【請求項５】
前記固定具本体の支持部には、前記保持部材がスライドする方向に沿って、該ボックスを
固定するための固定部材である固定ビスが螺入可能な固定孔が複数形成されていることを
特徴とする請求項１から４のいずれかに記載のボックス固定具。
【請求項６】
前記固定孔は、断続的な長孔として構成されていることを特徴とする請求項５記載のボッ
クス固定具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の壁面内などに収容されるボックス類を、既設の構造体である柱など
を利用して固定するボックス固定具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなボックス固定具としては、特許文献１、２が提案されており、図８は、これ
らの従来の固定具を示すもので、（ａ）は特許文献１に記載のものの使用態様示す斜視図
、（ｂ）は特許文献２に記載のものの使用態様を示す斜視図である。
【０００３】
　図８（ａ）のボックス固定具１０は、既設の構造体である柱Ｐに取り付けられる取付部
１２と、これから水平方向に屈曲して伸び出した支持部１３からなる固定具本体１５、こ
の固定具本体１５の支持部１３にスライド可能に取着される保持部材１４を備えている。
【０００４】
　取付部１２は公知の方法により柱Ｐに取り付けられ、その取付状態では、支持部１３は
、その長寸方向が水平方向、短寸方向が鉛直方向となり、この支持部１３の鉛直面に長孔
１３ａがその水平伸び出し長さのほぼ全長に渡って形成されている。
【０００５】
　保持部材１４は、矩形平板の一つの対辺のそれぞれに支持部１３の短寸側を抱き込む抱
き込み部１４ａが形成され、この抱き込み部１４ａで支持部１３を抱き込んだ状態で、支
持部１３上をスライド可能となっており、その際、支持部１３の長孔１３ａに嵌まり込む
突起１４ｂと、これに平行して長孔１３ａから覗き得る位置に取付雌ネジ孔１４ｃが設け
られている。
【０００６】
　ボックスＢＢは、公知のものであり、種々の要素に加え、このボックスＢＢを既設の構
造体に取り付けるための取付孔ＢＢ１を備えている。
【０００７】
　このボックス固定具１０により、ボックスＢＢを設置固定する場合には、図８（ａ）に
示すように、固定具本体１５を柱Ｐに固定し、その支持部１３の長孔１３ａに、突起１４
ｂが嵌まり込むように、支持部１３をその後面側から保持部材１４で抱き込む。その状態
で、保持部材１４は、支持部１３上でスライド可能である。
【０００８】
　この状態で、ボックスＢＢの一つの取付孔ＢＢ１に保持部材１４の突起１４ｂが、支持
部１３の長孔１３ａを貫通して入り込むようにし、続いて、ボックスＢＢの開口側から、
木ネジなどの固定部材１４ｄを、別の取付孔ＢＢ１、支持部１３の長孔１３ａを通過させ
て、保持部材１４の取付雌ネジ孔１４ｃに螺合させる。
【０００９】
　この状態で、固定部材１４ｄを締め込まない間は、保持部材１４はボックスＢＢを保持
した状態でスライド可能となる。
【００１０】
　ここで、適所において、固定部材１４ｄを締め込むと、その位置で、ボックスＢは間に
固定具本体１５の支持部１３を介在させた状態で、保持部材１４に引き寄せられ、固定さ
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れる。
【００１１】
　しかしながら、この固定具１０においては、ボックスＢＢの一つの取付孔ＢＢ１に保持
部材１４の突起１４ｂが入った状態で、別の取付孔ＢＢ１に固定部材１４を入れようとす
る際に、ボックスＢＢから手を離すと、突起１４ｂが短く、ボックスＢＢの取付孔ＢＢ１
から僅かに頭を覗かせる程度であるので、ボックスＢＢが落下してしまう畏れが高く、取
扱性の観点から改良が望まれていた。
【００１２】
　図８（ｂ）のボックス固定具２０は、既設の構造体である柱Ｐ′に取り付けられる取付
部２２と、これから水平方向に屈曲して伸び出した支持部２４からなる固定具本体２１、
この固定具本体２１の支持部２４にスライド可能に取着される保持部材２５を備えている
。
【００１３】
　固定具本体２１の取付部２２、支持部２４は、図８（ａ）の固定具本体１５の取付部１
２、支持部１３に比べ、支持部１３にはある長孔　１３ａが支持部２４には無い点を除け
ば共通しているので、重複説明を省略する。
【００１４】
　保持部材２５については、矩形平板部２５ｂの一対の対辺に抱き込み部２５ａを備えて
いる点は、図８（ａ）の保持部材１４と同じであり、同様に、固定具本体２１の支持部２
４上をスライド可能となっている。ただし、先の保持部材１４は後面側から抱き込むもの
であるのに対し、この保持部材２５は前面側から抱き込むものである点が相違する。
【００１５】
　また、更に異なる点は、この保持部材２５の矩形平板部２５ｂには、その中央部分に雌
ネジ孔２５ｃが設けられ、一方矩形平板部２５ｂの他の対辺の一方側からは、立壁部２５
ｄが立ち上がっており、この立壁部２５ｄの適所に取付雌ネジ孔２５ｅが設けられている
点である。
【００１６】
　このボックス固定具２０により、ボックスＢＣを設置固定する場合には、図８（ｂ）に
示すように、固定具本体２１を柱Ｐ′に固定し、その支持部２２をその前面側から保持部
材２５で抱き込む。その状態で、保持部材２５は、支持部２２上でスライド可能である。
【００１７】
　ついで、ボックスＢＣを、その側壁に設けられた取付孔（不図示）を貫通させた取付ネ
ジ２５ｇを保持部材２５の取付雌ネジ孔２５ｅに螺合させ、その側壁が保持部材２５の立
壁部２５ｄに当接した状態で保持部材２５に、固定する。この状態で、ボックスＢＣを固
定した保持部材２５は、固定具本体２１の支持部２１上でスライド可能である。
【００１８】
　次に、保持部材２５の雌ネジ孔２５ｃに固定部材となる取付ネジ２５ｆを螺合させ、締
め込んで行くと、取付ネジ２５ｆの先端が支持部２１の鉛直面に当接する。更に締め付け
ると、抱き込み部２５ａで抱き込まれた保持部材２５と支持部２１との間に相互押圧力が
発生し、保持部材２５が支持部２１に対してスライドし難くなり、結果、ボックスＢＣが
、支持部２１に、ひいては柱Ｐ′に固定されることとなる。
【００１９】
　しかしながら、この固定具２０においては、ボックスＢＣを固定し、その前面の壁面に
対応する開口を設けたのちに、ボックスＢＣの横位置を微調整しようとする場合、固定部
材である取付ネジ２５ｆの操作がこの開口からは出来ず、微調整ができなかった。
【００２０】
　また、この場合、ボックスＢＣは片持ち状態で一か所の取付孔２５ｅで、保持部材２５
の立壁部２５ｄに固定され、この保持部材２５は、スライドを許す抱き込み部２５ａの構
造からその程度のガタをもって、また、取付ネジ２５ｆに依る押圧力によって、支持部２
１に対してスライドし難くなる程度に固定されているだけなので、ボックスＢＣのガタ付
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きが比較的大きく、しっかりした固定が出来ているとは言い難いものであり、改善が望ま
れていた。
【特許文献１】特開２００４－３２８８４９号公報（図１）
【特許文献２】特開２００４－８０９６１号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明は、上記の問題を解決しようとするものであり、ボックス類の取付固定の際の取
扱性がよく、かつ、しっかりとボックス類を固定することができるボックス固定具を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　請求項１記載のボックス固定具は、既設の構造体に取付される取付部と、該取付部から
延設されてボックスを支持するための支持部とを有する固定具本体と、前記支持部の前面
側にスライド可能に取付られて該ボックスを保持する保持部材とを備え、
　前記保持部材は、該ボックスを保持した状態で前記支持部に対してスライド可能であっ
て、該ボックスの前面開口からその底壁に形成された取付孔を貫通させた固定部材を該支
持部に固定することによって、該ボックスを該支持部に固定することを特徴とする。
【００２３】
請求項２記載のボックス固定具は、請求項１に従属し、前記保持部材には、前記ボックス
の他の取付孔に挿通され、該ボックスの前面開口側に延び出た係止突起が形成されている
ことを特徴とする。
【００２４】
　請求項３記載のボックス固定具は、請求項２に従属し、前記係止突起は、該ボックスの
底壁を貫通した状態で、該ボックスの前面開口側から折曲げ可能な折曲げ突起として構成
されていることを特徴とする。
【００２５】
請求項４記載のボックス固定具は、請求項２または３に従属し、前記保持部材には、前記
係止突起に加え、該ボックスの取付孔に対応した位置に該ボックスを前記固定部材によっ
て前記固定具本体の支持部に固定する支障とならないような逃がし孔が設けられているこ
とを特徴とする。
【００２６】
　本発明のボックス固定具においては、前記逃がし孔は、長孔、あるいは、該長孔の長径
に対応した孔径の丸孔とされていてもよい。
【００２７】
請求項５記載のボックス固定具は、請求項１から４のいずれかに従属し、前記固定具本体
の支持部には、前記保持部材がスライドする方向に沿って、該ボックスを固定するための
固定部材である固定ビスが螺入可能な固定孔が複数形成されていることを特徴とする。
【００２８】
請求項６記載のボックス固定具は、請求項５に従属し、前記固定孔は、断続的な長孔とし
て構成されていることを特徴とする。
【００２９】
本発明の保持部材は、請求項１から６のいずかに記載されたものであることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００３０】
　請求項１記載のボックス固定具によれば、固定部材によって、支持部に対して保持部材
を挟んでボックスを引き寄せ締め込む構造となっており、しっかりとボックスを固定具本
体の支持部に固定することができる。
【００３１】
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　請求項２記載のボックス固定具によれば、請求項１の効果に加え、係止突起により、ボ
ックスを別個の部品を用いることなく掛け留めでき、手を離して作業ができるので、現場
での取扱性が向上する。
【００３２】
　請求項３記載のボックス固定具によれば、請求項２の効果に加え、折曲げ突起により、
ボックスを別個の部品を用いることなく掛け留め固定でき、ボックスが落下することが無
くなるので、現場での取扱性が更に向上する。
【００３３】
請求項４記載のボックス固定具によれば、請求項２または３の効果に加え、逃がし孔が設
けられているので、これを利用して、固定部材によって、支持部に対して保持部材を挟ん
でボックスを引き寄せ締め込むことができ、また、係止突起あるいは折曲げ突起による係
止と併せて、更にしっかりとボックスを固定具本体の支持部に固定することができる。
【００３４】
請求項５記載のボックス固定具によれば、請求項１から４のいずれかの効果に加え、前記
固定具本体の支持部には、固定孔が複数形成されているので、請求項１と同様の効果を発
揮する。
【００３５】
請求項６記載のボックス固定具によれば、請求項５の効果に加え、前記固定孔が、断続的
な長孔として構成され、ネジ孔でありながら、長孔として任意の位置でネジ係止が可能で
、ボックスを支持部の任意の位置で固定することができる。
【００３６】
本発明の保持部材によれば、請求項１から６のいずかに記載されたものであるので、これ
らの効果を、保持部材として発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下に、本発明の実施の形態（実施例）について、図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００３８】
　図１は、本発明のボックス固定具の一例を構成する固定具本体を示すもので、（ａ）は
その正面図、（ｂ）はその側面図、（ｃ）はその左側面図、（ｃ）は（ａ）のＡＡ断面図
、（ｅ）は（ｄ）の要部拡大図、図２（ａ）は、図１の固定具本体と組み合わせて用いら
れる座板を示す正面図、（ｂ）はその縦断面図、（ｃ）は図１の固定具本体と組み合わせ
て用いられる裏板を示す正面図、（ｄ）はその側面図である。
【００３９】
　図３は、図１の固定具本体と組み合わせて用いられる保持部材を示すもので、（ａ）は
その上面図、（ｂ）はその正面図、（ｃ）はその側面図、（ｄ）は他例の正面図、図４は
、図１、２、３のボックス固定具で固定する配線ボックスを例示するもので、（ａ）はそ
の一例の側面図、（ｂ）は（ａ）の正面図、（ｃ）はその他例の側面図、（ｄ）は（ｃ）
の正面図である。
【００４０】
　図５は、図１、２、３のボックス固定具で図１（ａ）、（ｂ）の配線ボックスをを固定
する際の使用態様を示すもので、（ａ）はその斜視図、（ｂ）はその要部断面図、（ｃ）
は（ｂ）の折曲げ操作後の要部断面図である。
【００４１】
　図１の固定具本体１、図２（ａ）、（ｂ）の座板２、図２（ｃ）、（ｄ）の裏板３、図
３の保持部材４は、全体セットでボックス固定具５（図５参照）として、建築物の壁面内
などに収容されるボックス類を柱などに取り付けられた固定具本体１を介して、保持部材
４により固定するものである。
【００４２】
　図１の固定具本体１は、柱など既設の構造体に取付される取付部１ａと、この取付部１
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ａから延設されてボックスＢを支持するための支持部１ｂとを備えている。
【００４３】
　取付部１ａと支持部１ｂとは長方形の平板をその長手方向に直交する線で直角にＬ字形
に折り曲げた関係で、取付部１ａは構造体の垂直な面に取り付けられるように想定され、
その際に、支持部１ｂの平面が、長寸方向は水平向きで短寸方向は垂直向きで、つまり、
その取付状態を側面から見た際に、図１（ａ）のように見えるように取付される。
【００４４】
　取付部１ａには、この取付部１ａを構造体に取り付けるための取付孔１ｃ、１ｄが設け
られ、取付孔１ｄは長孔となっている。
【００４５】
　支持部１ｂは全体として長方形平板の短寸方向の中央に長手方向に延びるすり鉢状凹所
１ｇが形成され、その最深中央部には断続的な貫通長孔１ｈが形成されている。この貫通
長孔１ｈの底間隙の間隙寸法Ｄは、ここに螺合させて用いる固定ネジ（固定部材）１ｉに
対応した雌ネジの孔径に一致するものとなっている。
【００４６】
　なお、このすり鉢状凹所１ｇと貫通長孔１ｈとは、その組み合わせにより、貫通長孔１
ｈの任意の位置で対応する固定ネジ１ｉがネジ係止可能となっており、この組み合わせを
、ネジ係止タイプ長孔１ｆと呼ぶ。
【００４７】
　また、このネジ係止タイプ長孔１ｆの貫通長孔１ｈが断続的に設けてられているのは、
この支持部１ｂをその長寸方向に適当な長さで使いたい場合に、適宜切断しても、このネ
ジ係止タイプ長孔１ｆの貫通長孔１ｈの一端が片開きとなる部分が端部に限定され、それ
以外の部分では、片開きとならず任意の位置でのネジ係止が可能である、というこのネジ
係止タイプ長孔１ｆの効果を保持するためである。
【００４８】
　該長方形平板の短寸方向の両端は所定寸法だけ所定角度に折り曲げた端曲部１ｅとなっ
て長手方向に延びている。
【００４９】
　図２（ａ）、（ｂ）の座板２は、正方形の平板であって、四隅近傍に４つの小丸突起２
ａと中央に大丸突起２ｄが同じ側に突出するように形成されている。また、より長い長孔
２ｂが上下それぞれの２個の小丸突起２ａの近傍に渡るように形成されている。また、長
孔２ｂと平行し、中央の大丸突起２ｄを挟むように一対のより短い長孔２ｃが形成されて
いる。
【００５０】
　正丸突起２ｄの反突起側は、貫通しない程度の小凹所２ｅとなっており、大丸突起２ｄ
の反突起側は、大径の大凹所２ｆが形成され、この底面と大丸突起２ｄの突起側とは、貫
通孔２ｅによって貫通されている。
【００５１】
　図２（ｃ）、（ｄ）の裏板３は、矩形形状の平板で、一つの対角の双方は大きなアール
面取りとなっており、長手方向に直列した二つの長孔３ａとその間にネジ孔３ｂとが形成
されている。
【００５２】
　図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部材４は、前面側となる平板部４ａと、これの一対
の対辺に設けられた抱き込み部４ｂとを備えている。この抱き込み部４ｂの後面側に、図
１の固定具本体１の支持部１ｂの上下一対の端曲部１ｅが嵌まり込むようになっている。
【００５３】
　平板部４ａには、上記一対の抱き込み部４ｂに対する中心線となる位置の右方に折曲げ
突起４ｃが切り起こされ、左方には長孔の取付孔４ｈが形成されている。
【００５４】
　折曲げ突起４ｃは、切り込み４ｄ、貫通孔４ｅ、残肉部４ｆ、先頭部４ｇを備えている



(7) JP 4411638 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

。
【００５５】
　切り込み４ｄは、折曲げ突起４ｃを切り起こすためのものである。貫通孔４ｅは、この
切り込み４ｄの幅中央部分に、切り込み４ｄの長さに対応して設けられている。
【００５６】
　この切り込み４ｄに対して、貫通孔４ｅは、足長の横向きのＵ字形状に形成された切り
込み４ｄの足長さの半分程度の所から、この足元に達しない程度の所までの長孔となって
いる。
【００５７】
　貫通孔４ｅの幅は、切り込み４ｄつまり折曲げ突起４ｃの幅に対して、残肉部４ｆの機
械的強度が、保持部材４の厚さ、その材質とも兼ね合って、図５（ｂ）で示すように、こ
の折曲げ突起４ｃの先頭部４ｇを人の指先Ｆで操作することによって、折曲げ突起４ｃを
この残肉部４ｆで折り曲げることができる程度のものとなっている。
【００５８】
　図３（ｄ）の保持部材４Ａは、上記の保持部材４に比べ、取付孔４ｉが、長孔ではなく
、取付孔４ｈの長孔の長径を直径とする丸孔となっている点が異なる。
【００５９】
　図４に示す配線ボックスＢ、ＢＡは、公知のものであり、必要な各要素を含み、また、
既設の構造体に取り付けるための取付孔Ｂ１、ＢＡ１、この取付孔Ｂ１、ＢＡ１が設けら
れた底壁Ｂ２、ＢＡ２を備えている。なお、図から解るように、配線ボックスＢは長方形
であり、配線ボックスＢＡは正方形である。
【００６０】
　このような固定具本体１、座板２、裏板３、保持部材４からなるボックス固定具５は、
図５に示すようにセットで用いられ、この例では、既設の構造体であるチャンネル状の柱
Ｐに配線ボックスＢを固定する場合を示している。
【００６１】
　まず、座板２と裏板３ををチャンネル状の柱Ｐに取り付ける。この際、座板２を、その
４つの小丸突起２ａがこの柱Ｐのチャンネルの開口側のツバ間に嵌まり込むように、その
表側に、一方、ツバの裏側に裏板３をセットし、座板２と裏板３でチャンネルの開口側の
ツバを挟むようにする。
【００６２】
　この状態で、座板２の大凹所２ｆから締付ネジを挿通させて、そのネジを裏板３のネジ
孔３ｂに螺合させて、ネジ締めすると、柱Ｐの開口側ツバの適所に座板２が固定される。
【００６３】
　この座板２にその長孔２ｂを利用して、固定具本体１の取付孔１ｃに挿通させた締付ネ
ジで、図５（ａ）に示す方向Ｆ１の適切な位置を決めて、固定具本体１を座板２に、つま
り、柱Ｐに固定する。
【００６４】
　この状態で、固定具本体１の支持部１ｂは、その長寸方向が水平方向に、短寸方向が垂
直方向になるようになっており、その支持部１ｂを保持部材４の抱き込み部４ｂで抱き込
むようにすると、図に示す方向Ｆ２に保持部材４は支持部１ｂ上でスライド可能となる。
【００６５】
　この状態で、ボックスＢを、その取付孔Ｂ１の一方に、保持部材４の折曲げ突起４ｃが
入るようにすると、図５（ｂ）の状態となり、ボックスＢは人がそれを支えていなくとも
、保持部材４に掛け留めされた状態となり、その状態で、保持部材４は、方向Ｆ２に支持
部１ｂ上でスライド可能である。
【００６６】
　従って、この折曲げ突起４ｃは、以下に説明するように更に折り曲げることをしなくと
も、一時的にボックスＢが落下しないように係止する役割を果たしており、現場でボック
スＢを取り付ける際の取扱性が向上する。また、この点から、折曲げ突起４ｃは、係止突
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起４ｃということもできる。
【００６７】
　なお、この場合、係止突起４ｃの先頭部４ｇに釣り針の先端に一度食いついた魚が容易
に外れないように設けられたものと同様のカエリを設けたり、また、多少、外幅を広げた
りして、係止突起４ｃを折り曲げることなく、ボックスＢの落下を防止する機能を果たす
ようにしてもよい。
【００６８】
　更に、係止突起４ｃの貫通孔４ｅにマイナスドライバの先端を差しこんで、長孔である
貫通孔４ｅの内幅を部分的に拡幅することで、係止突起４ｃの外幅を部分的に大きくして
、ボックスＢの落下を防止する機能を果たすようにしてもよい。
【００６９】
　さて、ここで、折曲げ突起４ｃを人の指で曲げ操作すると、この折曲げ突起４ｃはその
折曲げを容易にする貫通孔４ｅを備えているので、図５（ｃ）に示すように、ボックスＢ
の底壁Ｂ２に沿って折れ曲がり、また、この状態でも、ボックスＢは保持部材４と共に、
方向Ｆ２に支持部１ｂ上でスライド可能である。
【００７０】
　ここで、配線ボックスＢの他の取付孔Ｂ１に固定ネジ（固定部材）１ｉを挿通させ、保
持部材４の取付孔４ｈを通して、固定具本体１の支持部１ｂに設けられたネジ係止タイプ
長孔１ｆの貫通長孔１ｈに螺合させて締め込むことで、ボックスＢを固定具本体１に、ひ
いては、構造体である柱Ｐに固定することができる。
【００７１】
　つまり、保持部材４は、ボックスＢを保持した状態で支持部１ｂに対してスライド可能
であって、ボックスＢの前面開口からその底壁Ｂ２に形成された取付孔Ｂ１を貫通させた
固定部材１ｉを支持部１ｂに固定することによって、ボックスＢを支持部１ｂに固定する
ものであって、固定部材１ｉによって、支持部１ｂに対して保持部材４を挟んでボックス
Ｂを引き寄せ、締め込む構造となっており、しっかりとボックスＢを固定具本体１の支持
部１ｂに固定することができる。
【００７２】
　この固定の手順の中で、貫通孔４ｅを形成した折曲げ突起４ｃを備えた保持部材４は、
その最終目的を好適に達成しつつ、折曲げが容易で、人の手指Ｆで折曲げ操作でき、現場
での取扱性、施行性が良い、という効果を発揮する。特に、ボックスＢが通常の配線ボッ
クスの場合には、その開口側からの操作には、場所的な制約があり、別途ペンチやプライ
ヤなどの工具を用いることなく、操作容易な人の手指でも折り曲げることができる点は優
れている。
【００７３】
　また、この貫通孔４ｅは、折曲げ突起４ｃの中央に設けられているので、その残肉部４
ｆの強度が左右同一であり、折曲げ突起４ｃはその左右の残肉部４ｆで同じように折れ曲
がり、どちらか片方に傾いて折れ曲がるようなことがない。
【００７４】
　また、この貫通孔４ｅは、上記説明で解るように、折曲げ突起の折曲げが必要とされる
部分に対応できるように、折曲げ突起の長手方向に延びて形成されているので、必要な部
分で折曲げでき、また、配線ボックスＢの取付孔Ｂ１の長さ（つまり、ボックスＢ、ＢＡ
、ＢＢなどの底壁の厚さ）が種々の場合にも対応できる。
【００７５】
　更に、この貫通孔を、切り込み４ｄの足長さの半分程度の所から、この足元を少し越え
る程度の所まで形成すると、貫通孔４ｅの効果が、折曲げ突起４ｃ部分が切り起こされて
いない状態から、先頭部４ｇに操作力を加えて、図３（ａ）のような状態の折曲げ突起４
ｃとする場合にも、発揮される。
【００７６】
　従って、このような貫通孔を設けた保持部材は、図３（ａ）のように折曲げ突起４ｃを
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切り起こした状態ではなく、切り起こさない状態で、提供することができ、提供時のスペ
ースが節約され、取扱し易さが向上する。
【００７７】
　なお、保持部材４の取付孔４ｈは、上記の説明でも解るように、ボックスＢの取付孔Ｂ
１と固定具本体１の支持部１ｂの貫通長孔１ｈとの間に介在する逃がし孔４ｈに過ぎない
ので、固定ネジ（固定部材）１ｉによる固定の支障とならないように、通過させることが
できればよい。
【００７８】
　したがって、図３（ｄ）に示す保持部材４Ａのように、この逃がし孔（取付孔）４ｉを
、取付孔４ｈのように長孔とする代わりに、この長孔の長さを直径とする丸孔としてもよ
い。　
【実施例２】
【００７９】
　図６は、本発明のボックス固定具を構成する固定具本体の他例を示すもので、（ａ）は
その正面図、（ｂ）はその側面図、（ｃ）はその左側面図、（ｄ）は（ａ）のＢＢ断面図
である。これより既に説明した部分と同じ部分には同じ符号を付して重複説明を省略する
。
【００８０】
　この固定具本体１Ａは、図１の固定具本体１に比べ、ボックスＢを固定するための固定
部材である固定ビス１ｉが螺入可能なネジ係止タイプ長孔１ｆに代えて、単なる雌ネジ孔
である固定孔１ｊが多数設けられている点が異なっている。
【００８１】
　このような固定孔１ｊは、ネジ係止タイプ長孔１ｆの貫通長孔１ｈのように任意の位置
でボックスＢを固定することはできないが、その弊害は、固定孔１ｊを多数設けることで
カバーでき、その他の点では、この固定孔１ｊを設けた固定具本体１Ａは、図１の固定具
本体１と同様の効果を発揮する。
【００８２】
　また、この固定具本体１Ａには、、図３の保持部材４、４Ａのいずれも使用することが
でき、その場合には、ボックス固定具としても、上述のボックス固定具１０と同様の効果
を発揮する。
【００８３】
　なお、この固定具本体１Ａの複数の固定孔１ｊをそのネジ係止機能を維持したままで、
断続的な長孔としたものが、図１の固定具本体１のネジ係止タイプ長孔１ｆである。
【実施例３】
【００８４】
　図７は、本発明のボックス固定具を構成する保持部材の他例を示すもので、（ａ）はそ
の上面図、（ｂ）はその正面図、（ｃ）はその側面図、（ｄ）は更に他例の正面図、（ｅ
）は（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部材の使用態様を示す要部断面図である。
【００８５】
　図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部材４Ｂは、図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部
材４に比べ、平板部４ａ′が抱き込み部４ｂに対して、段部４ｊの部分だけ前面に張り出
した構成となっている点、この平板部４ａ′に折曲げ突起４ｃに代えて単なる雌ネジ孔で
ある固定雌ネジ孔４ｋが設けられている点が異なっている。
【００８６】
　図７（ｄ）の保持部材４Ｃは、図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部材４Ｂに比べ、図
３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部材４に対する図３（ｄ）の保持部材４Ａのように、長
孔の取付孔４ｈが大きく丸い逃がし孔の取付孔４ｉとなっている点が異なっている。
【００８７】
　この保持部材４ＢでボックスＢを固定具本体１に取り付ける場合、まず、保持部材４Ｂ
を固定具本体１の支持部１ｂ上でスライド可能にセットする。
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【００８８】
　ついで、図７（ｅ）に示すように、固定ネジ４ｋをボックスＢの取付孔Ｂ１に挿通させ
、保持部材４Ｂの固定雌ネジ孔４ｋに螺合させて締め込む。この状態で、ボックスＢを固
定した保持部材４Ｂは、固定具本体１の支持部１ｂ上でスライド可能である。この後の手
順は、図５で説明したのと同様である。
【００８９】
　こうして、この保持部材４Ｂは、ボックスＢを係止するのに、固定ネジ４ｋという別個
の部品と、この固定ネジ４ｋを締め込むための工具が必要とする点はあるものの、図３（
ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部材４と同様の効果を発揮する。
【００９０】
　また、このような保持部材４Ｂ、固定具本体１とを組み合わせたボックス固定具は、実
施例１で説明したボックス固定具５と同様の効果を発揮する。
【００９１】
　また、保持部材４Ｃも、図３の保持部材４に対する保持部材４Ａと同様に、保持部材４
Ｂと同様の効果を発揮する。
【００９２】
　上記では、３つの実施例について説明したが、これらは、本発明のボックス固定具の例
示に過ぎず、本発明のボックス固定具には、上記説明した各要素の異なる組み合わせも含
まれ、また、均等の範囲での変形、改良などが含まれるものであり、上記実施例に限定さ
れるものではない。
【００９３】
　また、このボックス固定具で固定可能なボックス類には、本明細書で例示した配線ボッ
クスＢ、ＢＡ、ＢＢだけに限られず、壁面内などに収容され、既設の構造体に固定される
べき、また、取付孔をその底壁に備えた全てのボックス類が含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明のボックス固定具は、ボックス類の取付固定の際に良好な取扱性が要求され、か
つ、しっかりとボックス類を固定することが望まれる、あらゆる産業上の分野に用いるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明のボックス固定具の一例を構成する固定具本体を示すもので、（ａ）はそ
の正面図、（ｂ）はその側面図、（ｃ）はその左側面図、（ｃ）は（ａ）のＡＡ断面図、
（ｅ）は（ｄ）の要部拡大図
【図２】（ａ）は、図１の固定具本体と組み合わせて用いられる座板を示す正面図、（ｂ
）はその縦断面図、（ｃ）は図１の固定具本体と組み合わせて用いられる裏板を示す正面
図、（ｄ）はその側面図
【図３】図１の固定具本体と組み合わせて用いられる保持部材を示すもので、（ａ）はそ
の上面図、（ｂ）はその正面図、（ｃ）はその側面図、（ｄ）は他例の正面図
【図４】図１、２、３のボックス固定具で固定する配線ボックスを例示するもので、（ａ
）はその一例の側面図、（ｂ）は（ａ）の正面図、（ｃ）はその他例の側面図、（ｄ）は
（ｃ）の正面図
【図５】図１、２、３のボックス固定具で図４（ａ）、（ｂ）の配線ボックスをを固定す
る際の使用態様を示すもので、（ａ）はその斜視図、（ｂ）はその要部断面図、（ｃ）は
（ｂ）の折曲げ操作後の要部断面図
【図６】本発明のボックス固定具を構成する固定具本体の他例を示すもので、（ａ）はそ
の正面図、（ｂ）はその側面図、（ｃ）はその左側面図、（ｄ）は（ａ）のＢＢ断面図
【図７】本発明のボックス固定具を構成する保持部材の他例を示すもので、（ａ）はその
上面図、（ｂ）はその正面図、（ｃ）はその側面図、（ｄ）は更に他例の正面図、（ｅ）
は（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の保持部材の使用態様を示す要部断面図
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【図８】従来のボックス固定具を示すもので、（ａ）はその一例の使用態様を示す斜視図
、（ｂ）はその他例の使用態様を示す斜視図
【符号の説明】
【００９６】
　　　　１　　　固定具本体
　　　　１ａ　　取付部
　　　　１ｂ　　支持部
　　　　１ｆ　　ネジ係止タイプ長孔（長孔）
　　　　１ｉ　　固定部材
　　　　２　　　座板
　　　　３　　　裏板
　　　　４　　　保持部材
　　　　４ｃ　　折曲げ突起（係止突起）
　　　　４ｅ　　貫通孔
　　　　４ｈ　　取付孔（逃がし孔）
　　　　４ｉ　　取付孔（逃がし孔）
　　　　５　　　ボックス固定具
　　　　Ｂ　　　ボックス
　　　　Ｂ１　　取付孔
　　　　ＢＡ　　ボックス
　　　　ＢＡ１　取付孔
　　　　Ｐ　　　柱

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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